
 

 

 

 

 

消火器具や誘導灯の消防用設備等は、万が一、火災が発生した場合、確実

に作動し機能を発揮することで被害を軽減することができる設備です。 

そのため、消防法令により設置が義務づけられている消防用設備等は定期 

的に点検し、その結果を消防長又は消防署長へ報告する義務があります。 

消防用設備等の点検をしていない事業所は速やかに実施し、報告していた 

だくようお願いいたします。 

 

 

点検の種類と点検期間  

【機器点検（６ヶ月に１回）】 

外観や機器の機能を確認します。                                              

【総合点検（１年に１回）】 

 機器を作動させて総合的な機能を確認します。 

 

点検結果の報告 

特定防火対象物 ＝１年に１回 

   飲食店、百貨店、旅館、福祉施設、病院など 

 非特定防火対象物＝３年に１回 

   共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など 

 

  

 吉川松伏消防組合消防本部 

予防課 査察調査係 

０４８－９８２－３９１９（直通） 

平日午前８時３０分～午後５時まで        


